
 　令和８年２月　名古屋法務局

手続の流れ

二次元バーコード付き
書面申請の手引き
（不動産登記）

申請用総合ソフトのダウンロード

※電子署名は不要

申請者情報を登録

※初回のみ

申請書の作成

申請データを送信

二次元バーコード付き書面

申請書等を印刷

管轄法務局に提出

（窓口または郵送）

平日８：３０～２１：００まで

送信可能

申請データを保存可能。

管理が簡単！！

Step１

Step３

Step２

Step４

Step５

Step６

ＣＤ－Ｒ又は別紙の提出が不要

登記完了

ＷＥＢ上で処理状況が確認できます。



Step１　申請用総合ソフトのインストール

①登記・供託オンライン申請システムにアクセスし（インターネットで「登記ねっと」と検索 URL：

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/）、「申請用総合ソフト・ダウンロード・手引書」をクリック

②「ダウンロードページはこちら」をクリック

次ページへ
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③「ダウンロード」をクリック

④保存された「SshinseiyoSogoSoft.application」をクリック

このときに「セキュリティの警告」が表示された場合は、発行者が「Ministry of Justice」であること

を確認して「インストール」をクリック

⑤インストールが完了すると、申請用総合ソフ

トが起動し、ログイン画面が表示されます。

また、パソコン上に「申請用総合ソフト」のア

イコンが作成されます。
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Step２　申請者情報を登録

②ページを下にスクロールし「申請者情報登録」をクリック

①登記・供託オンライン申請システムにアクセス（インターネットで「登記ねっと」と検索）

③表示された利用規約を確認の後、「利用規約に同意する」にチェックをし「進む」をクリック

次ページへ
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④申請者情報を入力（【必須】事項を全て入力）

⑤「進む」をクリック

⑥登録したメールアドレスに「認証情報のお知らせ」が届きます。記載されている認証情報を画面の指示

に従って入力すると登録完了です。

登録には「ＩＤ」と「パスワード」の設定が必要です。

メモなどして忘れないようにしてください。

「ＩＤ」について

①半角英数字

②１１文字以内

③大文字小文字の区別があります。

「パスワード」について

①半角英数字及び記号

※上記文字が混在する必要があります。（※半角英数字に「－」や

「＋」などの記号が必須）

入力欄に使える記号のリンクがありますので参考にしてください。

②８文字以上２０字以内

③大文字小文字の区別があります。
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Step３　申請書の作成

①パソコン上の「申請用総合ソフ

ト」のアイコンをダブルクリック

②「申請者ＩＤ」「パスワード」入力後「ＯＫ」をクリック

③「申請書作成」をクリック

次ページへ

ログイン後ガイド画面が表示されますが、「次回から

表示しない」をチェックして「閉じる」をクリックす

ると、次回ログイン時からは表示されなくなります。
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④申請様式を選んで「選択」をクリック

⑤「件名」を入力。

※申請書作成者のデータ管理のためです，名前や管理するための番号など自由に記入してください。

次ページへ

申請したい内容に合わせて選択してください。

例）

○建物を取り壊した場合

「表示に関する登記」→「建物滅失」

○住宅ローンを完済した場合

「権利に関する登記」→「抵当権の抹消」

○不動産の所有者が亡くなった場合

「権利に関する登記」→「所有権の移転（相続）」
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⑦形式チェックします。

「チェック」をクリック

次ページへ

⑥「登記の目的」「原因」「権利者」「義務者」など申請書の各項目を入力

入力すべき内容は、申請内容によって異なります。以下のページをご確認ください。

法務局ホームページ

「登記申請書の様式

及び記載例」

登記・供託オンライン申請

システムホームページ

「操作手引書【想定事例版】」
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⑨申請情報を保存します。

「完了」をクリック

⑧エラーがない場合は

「ＯＫ」をクリック エラーがある場合にはメッセージが表示され、

該当部分が黄色に表示されます。

該当部分を修正の上、再度⑦形式チェックを

行ってください。
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Step４　申請データの送信

①送信する申請情報の「件名」をダブルクリック

②作成した申請情報・別紙が表示されるので、内容を確認します。

次ページへ
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③問題なければ「申請データ送信」をクリック

④送信する申請データを選択し、「送信」をクリック
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Step５　申請書等の印刷

①「更新」をクリックし「到達欄」が点灯したら、「件名」をダブルクリックします。

②「申請情報」「委任状」等が表示されたら、印刷をしてください。

（画面上でマウスを右クリックして「印刷」を選択）

二次元バーコードは法務局で読み取ります。

読み取ることができないと送信いただいた申請データを使用できませんので、

汚さないよう注意してください。
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Step６　管轄法務局に提出

①印刷した「登記申請書」「印紙台紙」「委任状」に申請人及び代理人の押印と割印等の処理を

してください。ただし、収入印紙には割印をしないでください。

※申請書には，必ず連絡先（電話番号）を記載してください。

②上記の登記申請書等を添付書類とともに管轄の法務局に提出してください。

（法務局に直接持参又は郵送等で送付）

③完了すると、法務局からお知らせ通知が送信されます。

完了予定日はホームページで公開しています。こちらをご確認ください。

完了後、完了証や還付書類を受け取り、手続は完了です！

登記された内容を確認したい場合には、登記事項証明書を取得してください！

管轄法務局は、不動産の所在地によって異なります。

名古屋法務局内の管轄区域はこちらからご確認ください→

※書類を審査して不備があるときは、電話 または お知らせ通知 により

ご連絡します。

①申請書

②収入印紙（割印はしない）

③委任状（代理人が申請する場合のみ）

④添付書類

完了後、郵送により、登記識別情報、完了証、還付書類等を受け取る場合には、返信用の封

筒及び切手を提出してください。

登記識別情報が発行される場合は「本人限定受取郵便」、発行されない場合は「簡易書留」

で送付されます。
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お問合せ先

申請用総合ソフトの操作方法に関するお問合せ

○登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク

ＴＥＬ：０５０－３７８６－５７９７

月曜日から金曜日 ８：３０～１９：００

（国民の祝日・休日・１２月２９日から１月３日の年末年始を除く。）

登記申請手続に関するお問合せ

○登記手続案内

ウェブ、電話又は対面で各種登記申請に関する手続案内を行っています。

完全予約制（１回２０分）となっておりますので事前にご予約ください。

場所：名古屋法務局本局不動産登記部門、支局、出張所

日時：月曜日から金曜日 ９：００～１２：００

１３：００～１６：００

（国民の祝日・休日・１２月２９日から１月３日の年末年始を除く。）

予約方法等の詳しい情報はこちらをご確認ください。
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